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～  次 第  ～ 

 

 

１．開会 

 

２．市長あいさつ 

 

３．教育長あいさつ 

 

４．協議・調整事項 

 

（１）第３期豊後高田市教育大綱の策定について         ・・・ １～３ 

（２）次期学習指導要領について                ・・・ ４～５ 

（３）給特法の改正に伴う学校における働き方改革の推進について ・・・ ６～11 

（４）中学校における部活動（スポーツ・文化芸術）の地域展開に 

ついて                         ・・・ 12～18 

（５）教育ＤＸの推進について                 ・・・ 19～23 

（６）体育館空調設備整備計画について             ・・・ 24～25 

 

５．意見交換 

 

６．その他 

 

７．閉会 
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協議・調整事項 

 

（１）第３期豊後高田市教育大綱の策定について 
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豊後高田市教育大綱 

改定の趣旨と位置づけ 

 

教育大綱は、平成 26 年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改

正に伴い、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振

興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっています。 

豊後高田市では、市総合計画の改訂とあわせ、第１期教育大綱（平成 28 年度

から令和２年度）、第２期教育大綱（令和３年度から令和 7 年度）を策定してき

ました。 

今回、第２期教育大綱の計画期間が終了することに伴い、令和 7 年度に改訂

した第３次豊後高田市総合計画を基に、社会の動きや変化、将来の見通しなどを

踏まえ、第３期豊後高田市教育大綱を策定します。 

 

計画期間 

 

豊後高田市総合計画の改訂の時期などを勘案し、令和 12 年度までの５年間と

します。 

 

基本理念 

 

地域の活力は「人」 ～このまちに確かな未来を～ 

 

基本方針 

 

基本理念実現に向け、５つの基本方針を定めます 

 

１ 子どもたちの力と意欲の向上に向けた組織的取組の推進 

 

「教育のまち豊後高田」として、すべての子どもたちの可能性を引き出す、

個別最適な学びと協働的な学びの一体化による「令和の日本型教育」の充実、

「学びの 21 世紀塾」の深化を通して、「夢を描き、実現できる子どもの育成」

を図ります。 
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２ 教育ＤＸの推進 

 
「Society 5.0 時代」が到来し、すべての土台となる学校ＩＣＴ環境の整備と、

それにともなうＧＩＧＡスクール構想の更なる推進を図り、先端技術を用いて教

育ビッグデータを収集・蓄積し、分析することで、児童・生徒一人ひとりに合わ

せた個別最適な学びを実現します。 

また、授業準備や成績処理等の効率化を図り、学校における働き方改革にもつ

なげるとともに、子どもたちが、ＩＣＴを適切・安全に使いこなすことができる

ように情報活用能力を育成していくことにも重点的に取組みます。 

 

３ 地域を担う人づくりと活力ある地域づくりの推進 

 

幼稚園、小・中学校を通じた読解力、対話力、英語力の継続的な向上、郷土へ 

  の深い理解を図る学習に取り組みます。そして、各教科の学びを基盤としつつ、 

様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見解決や社会的な価値の創造 

に結び付けていくＳＴＥＡＭ教育を推進していきます。 

また、すべての幼稚園、小・中学校に設置されている学校運営協議会の活動を深

化・充実させることにより、地域協育力を向上させるとともに、校長・園長のリー

ダーシップのもと、さらに地域と共にある学校・園づくりを推進します。 

あわせて、人づくり、地域づくりの拠点となる学校施設等の環境整備に努め安心

安全な学校づくりを推進します。 

 

４ 生涯を通じた学びの支援とスポーツの推進 

 

子どもから大人・高齢者までが、ライフステージに応じて、いきいきと

暮らせる社会を構築するため、図書館をはじめ公民館などの社会教育施設

において人権教育や芸術文化活動などの学びの場を提供します。 

また、誰もがスポーツを楽しめるよう、社会環境の整備によるスポーツ 

の推進と競技スポーツの推進を図ります。 

 

５ 文化遺産の継承と文化財等を活用した新たな魅力づくりの推進 

 

本市は、千年の歴史が今に息づく多くの文化遺産や、地域が長きにわた 

り伝えてきた伝統行事などの多様な民俗文化財を有しています。 

これら文化遺産等の保護・継承に努めるとともに、観光分野等との連携 

を強化して誘客促進を図るとともに、新たな地域の魅力を発信します。 
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協議・調整事項 

 

（２）次期学習指導要領について 
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協議・調整事項 

 

（３）給特法の改正に伴う学校における働き方 

改革の推進について 
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教職員の働き方改革について 

 

例① 教職員出退勤管理システムによる適正な勤務時間管理 

教職員出退勤管理システムにより、教職員の勤務時間を適切に把握する中、教職員一人

ひとりが自らの働き方を見直すとともに、働き過ぎ傾向にある教職員に対する指導。 

例② 専門スタッフ等の配置 

専門スタッフ等を配置し、チーム学校として課題解決等に取り組む体制を整備。規模

の大きい小中学校にスクールサポートスタッフを配置し、校内での印刷業務や配布物な

どの事務補助を行い、教職員の事務負担軽減を図る。その他、学習指導員、スクールソ

ーシャルワーカー、特別支援教育支援員、学校図書館指導員、外国語指導員、複式学級

支援教員、学校校務員等を配置し、教職員のさまざまな業務の負担軽減を図る。 

学習指導員：３名  スクールソーシャルワーカー：３名  

特別支援教育支援員：40 名  学校図書館指導員：３名 

外国語指導員：５名  複式学級支援教員：５名  学校校務員：９名 

スクールサポートスタッフ：４名  日本語指導員：１名 

登校支援員：１名 

 

例③ 勤務時間外の電話対応の見直し 

勤務時間外において保護者や外部から学校に掛かる固定電話の受信時に、自動音声メ

ッセージが流れる等の機能の導入。 

・18 時までの電話対応  ・迷惑電話の音声発信 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

対象人数 123人 122人 120人 120人 121人 125人 121人 119人 120人 - - -

４５時間超 14人 7人 9人 2人 0人 4人 5人 1人 4人 - - -

平均時間 30:45 26:55 28:49 23:01 6:03 24:02 25:41 21:10 21:03 - - -

対象人数 129人 128人 127人 127人 127人 126人 126人 125人 125人 124人 126人 126人

４５時間超 18人 17人 19人 6人 0人 9人 20人 7人 8人 4人 7人 8人

平均時間 31:44 29:31 28:48 22:51 5:18 25:15 31:46 24:51 23:14 20:23 23:48 26:38

対象人数 79人 80人 80人 80人 80人 79人 79人 79人 79人 - - -

４５時間超 15人 1人 9人 7人 0人 11人 11人 0人 1人 - - -

平均時間 32:20 29:06 30:19 22:58 5:51 28:49 27:51 20:25 23:05 - - -

対象人数 78人 79人 79人 79人 78人 78人 78人 78人 79人 78人 78人 78人

４５時間超 5人 5人 4人 1人 0人 3人 1人 7人 1人 0人 0人 0人

平均時間 30:52 28:06 26:24 20:38 5:24 25:38 29:40 26:53 19:56 17:26 20:47 20:31

R6

中

学

校

小

学

校

時間外在校時間

R7

R6

R7
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例④ 学校閉庁日の設定 

８月 13 日から 15 日までを学校閉庁日として設定。教職員の休暇取得を推進。 

 

例⑤ 学校行事の精選 

各学校の実態に応じて実施の有無について検討できることと、市全体で実施の有無に

ついて検討しなければならないことを見極めつつ精選。 

 

例⑥ 中学校の部活動の在り方の見直し 

部活動の休養日を週あたり２日以上（平日１日以上、土曜日および日曜日１日以上）、

活動時間を平日では２時間程度、学校の休業日では３時間程度と設定し、短時間で合理

的かつ効率的・効果的な活動を行う。 

部活動の指導および引率等を行う部活動指導員および外部指導者を配置。 

文部科学省が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合

的なガイドライン」を踏まえ、学校部活動の地域展開等、今後の部活動の在り方を検討。  

 

令和７年度  部活動指導員    運動部７名   文化芸術７名 

         地域クラブ指導員  スポーツ６名  文化芸術８名 
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協議・調整事項 

 

（４）中学校における部活動（スポーツ・文化 

芸術）の地域展開について 
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【令和７年度の進捗状況】 

 

Ｒ７年度の運用と目標 

①地域クラブ指導者の確保 

スポーツクラブにおいては、市教育委員会教育総務課スポーツ振興係と連携して、 

スポーツ少年団や各スポーツ連盟の指導者へ、文化芸術クラブにおいては、市教育 

委員会教育総務課生涯学習係と連携して、各種文化芸術団体の指導者へ周知して、 

地域クラブ指導者を確保していく。 

     ・指導者の募集方法を策定 

・指導者説明会、講習会の準備 

→教育委員会、ぶんごたかだチャレンジクラブ運営 

②指導者の指導体制 

・平日は教職員と地域クラブ指導者、休日は地域クラブ指導者が指導する 

体制を固めていく。 

   ・教職員は地域クラブ指導者として休日の指導もできる（兼職兼業）。 

   ・地域クラブ指導者は平日の指導も可能である。（制度化されている） 

③１市１クラブの運動部、文化部の「地域展開」を進めていく。 

・「学校部活動」から「拠点型部活動」「地域クラブ」へ推し進めていく。 

   ・平日の指導を含め、「地域クラブ化」への拡大を進めていく。 

④課題点の検討会議を事務局中心に進め、改善していく。 

⑤Ｒ９年度の全部活動の休日クラブ化を目指して推進する。 

   平日についてはＲ11 年度での完全地域クラブ化を目指して、可能な部活動から 

地域クラブを設立していく。 

 

①の進捗状況について 

〇４月 30 日 

令和７年度豊後高田市中学校部活動指導員・地域クラブ指導者の指導に関する説明会

開催 

 

②の進捗状況について 

〇４月から柔道、ソフトテニス、茶道、そば打ち、ブレイクダンスにおいて「地域クラブ

指導者」が活動開始 

 ※柔道、茶道、そば打ち、ブレイクダンスについては、平日は拠点校部活動。 

〇12 月に『市内教職員の「地域クラブ」及び「地域クラブ指導者」に関する意識調査』

実施 

→地域展開について市内小中学校教職員へ周知及び「クラサポおおいた」への登録の 

啓発実施。 
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③の進捗状況について 

〇５月～10 月、新たな拠点校型部活動・地域クラブの設立に向けた打ち合わせ 

→拠点校部活動（新設）…サッカー、ヒップホップダンス 

地域クラブ（新設）…男女バスケットボール（スポーツ）、卓球（スポーツ）、 

陶芸（文化芸術） 

 

④⑤について 

〇６月 30 日・・・第１回部活動検討委員会 

〇10 月９日・・・第２回部活動検討委員会 

〇２月 27 日・・・第３回部活動検討委員会 
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平日 休日

1 1 〇 陸上競技（男女） 高田中 丘の公園

2 2 〇 バレーボール（女子）

3 3 〇 バスケットボール（男女）

4 4 〇 サッカー

5 5 〇 軟式野球

6 6 〇 ソフトテニス（男子）

7 7 〇 ソフトテニス（女子）

8 8 〇 卓球（男子）

9 9 〇 卓球（女子）

10 10 〇 剣道（休部）

11 11 〇 吹奏楽

12 12 〇 美術

13 13 〇 科学

14 14 〇 伝統文化継承「草地踊り」

15 1 〇 ソフトテニス（男子）

16 2 〇 ソフトテニス（女子）

17 3 〇 美術

18 4 〇 家庭科

19 1 〇 ソフトテニス(男子)

20 2 〇 ソフトテニス（女子）

21 1 〇 卓球（男子）

22 2 〇 ソフトテニス（女子）

23 3 〇 陸上競技

24 1 〇 バレーボール（女子）

25 2 〇 軟式野球

26 3 〇 ソフトテニス（男子）

27 4 〇 卓球（女子）

28 5 〇 文化部

29 1 〇 バレーボール（女子）

30 2 〇 軟式野球

31 3 〇 ソフトテニス（男子）

32 4 〇 卓球（女子）

33 1 〇 柔道（拠点：戴星） 戴星 高田中

34 2 〇 空手道（拠点：高田中） 道場 高田高

35 3 〇 ラグビーフットボール（拠点：高田中）

36 4 〇 茶道（平日拠点：高田中）

37 5 〇 切り絵（拠点：河内中）

38 6 〇 ブレイクダンス（平日拠点：高田中）

39 7 〇 英語（拠点：高田中）

40 1 〇 カヌー

41 2 〇 柔道（休日）

42 3 〇 女子ソフトテニス（休日）

43 4 〇 そば打ち（休日）

44 5 〇 茶道（休日）

45 6 〇 ブレイクダンス（休日）

31 14

高田中

B＆G

高田中・他

地

域

ク

ラ

ブ

戴星・高田中

高田中

拠

点

校

型

高田高

中央公民館

河内中

中央公民館

高田中・他

中央公民館

香

々

地

香々地中

香々地中

香々地中

香々地中

田

染

田染中

田染中

田染中

真

玉

真玉中

真玉中

真玉中

真玉中

真玉中

戴

星

戴星学園

戴星学園

河

内

河内中

河内中

河内中

河内中

高

 

 

 

田

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

高田中

令和7年度　豊後高田市立中学校部活動・地域クラブ一覧表

運動 文化 部活動名
活動場所

数
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令和７年度 部活動指導員・地域クラブ指導者一覧 

 

 指 導 員 名 活 動 名 所属名 

学 校 

部活動 

 

岩尾 孝義 卓球部 高田中 

桑原 将吾 サッカー部 高田中 

中川 省三 野球部 真玉中 

高橋 久美 伝統文化継承「草地踊り」部 高田中 

桑原 恵一 吹奏楽部 高田中 

拠点型 

部活動 

宮元 一郎 ラグビーフットボール部 拠点校：高田中 

近藤 七七美 空手道部 拠点校：高田中 

野村 幸太 英語部 拠点校：高田中 

立花 圭太 切り絵部 拠点校：河内中 

平日 

部活動 

 

休日 

地域 

クラブ 

安部 直彦 ソフトテニス 
平日：高田中 
休日：TMK 

安本 一貴（平日） 柔道 拠点校：戴星 

小田 豊昭（休日） 柔道 休日 TMK 

徳丸 緋奈乃（休日） 柔道 休日 TMK 

矢野 和子 茶道 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

瀬々 喜久美 茶道 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

徳岡 亮介 ブレイクダンス 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

青山 由香里 そば打ち 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

田邉 若美 そば打ち 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

早田 そのみ そば打ち 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

山田 千春 そば打ち 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

山本 みさを そば打ち 
拠点校：高田中 
休日：市教委 

地域クラブ 

柳本 和馬 カヌークラブ TMK 

今永 公平 カヌークラブ TMK 

山崎 慶人 カヌークラブ TMK 
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協議・調整事項 

 

（５）教育ＤＸの推進について 
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教育ＤＸについて 
 

１ 方針・方向性 

 

○ＩＣＴ活用推進校等の取組みを広げ、1 人 1 台端末やデジタル教材等を効果的に活用

した授業 

○ＡＩドリル等の学習支援アプリの導入・活用 

○家庭や地域でも学びが継続できるよう、1人 1台端末を活用した学習 

○緊急時にも学びを止めないよう、1人 1台端末を活用したオンライン授業 

〇プログラミング教育の充実（全体計画の作成） 

〇障がいのある子ども一人ひとりの特性に応じた、ＩＣＴ機器の効果的活用 

〇不登校傾向のある児童生徒の学ぶ機会の確保に向けたＩＣＴ活用 

〇日本語指導が必要な児童生徒に対し、多言語翻訳アプリを活用した学習 

〇情報の誤認の危険性、情報発信者の責任、健康面への注意、インターネット上でのト

ラブル遭遇時の対応等について理解を深めるため、情報モラル教育やデジタル・シテ

ィズンシップ教育の実施 

〇心の小さなＳＯＳを見逃さず、「チーム学校」で支援する 

児童生徒のＳＯＳを早期発見し「チーム学校」による支援を実施するため１人１台端末

を活用 

 

教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

○教職員研修（まなびの扉） 

○ＩＣＴ推進協議会（年３回）の実施 （情報教育部会との共催） 

○ＧＩＧＡスクールサポーターの活用 

 

教育の情報基盤の整備 

○家庭における Wi-Fi 環境の整備（モバイルルータの貸し出し） 

○デジタル教科書をはじめとするデジタル教材の活用 

○県内文化財等のデジタル教材としての活用 

○統合型校務支援システムの導入により、教員の働き方改革の推進 

○学校・保護者間における連絡手段のデジタル化（オクレンジャー） 

 

教育の情報化に向けた体制整備 

市及び各学校において、学校ＣＩＯや情報化推進リーダーを核としたチームによる教

育情報化に係る計画・進捗管理・研修等を行う 

◆個別最適な学びと協働的な学びの一体化を図る１人１台端末の効果的な活用・日常

化の推進 

◆遠隔･オンライン授業やＡＩドリル等の活用充実と情報モラルやデジタル・シティズ

ンシップの涵養 

◆１人１台端末を活用した「毎日の記録」導入による児童生徒の不安や困りの早期認

知・早期対応 
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２ 重点目標  

   

１ 学習コンテンツの基本操作・活用 

    ○Ｌ－Ｇａｔｅ 

    ○ＭＥＸＣＢＴ 

○ミライシード「ドリルパーク」「テストパーク」 

○読み書きの認知特性に配慮したＩＣＴ学習教材「まるぐランド」 

小学校１～３年 

    ○オクリンクプラス 

    ○毎日の記録 

    ○デジタル教科書 

    ○ＺＯＯＭ 

 

  ２ 毎日の持ち帰り及びＩＣＴを活用した家庭学習 

 

  ３ 校務支援システム入力の日常化  

    児童生徒の欠席・成績 

 

 

３ 活用の実際 

「ＩＣＴを活用した『学び』基本方針」（豊後高田市教育委員会：令和３年２月）・

「各教科等の学習過程を踏まえたＩＣＴ活用ハンドブック」（大分県教育委員会：令和

２年７月）・「解説 新大分スタンダード〈ＩＣＴの効果的な活用〉」（大分県教育委員会

令和６年３月）を基に効果的な活用を進めていく。 
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デジタル教科書活用について 

 

① 令和７年度導入科目 

 

指導者用 

 

 

 

学習者用 

 

活用方法 

小学校 L-gate 内の Edumall（エデュモール）・・・国語・社会・理科 

      その他の教科は、各ビューア（レントランス等）を使用 

中学校 すべての教科は、各ビューアを使用 

  デジタル教科書の登録等設定作業は、教育委員会・内田洋行で行う。 

 

 

② 今後のデジタル教科書の方向性 

中央教育審議会作業部会の中間まとめポイント 

○デジタル教科書を検定や無償配布の対象となる正式な教科書にする。 

○紙とデジタルの「ハイブリッド」形式も認める。 

○次期学習指導要領が実施される予定の 2030 年度からの導入が望ましい。 
 

 

 

小学校 

〇国語  〇書写   〇社会 

〇算数  〇理科   〇英語 

〇生活  〇家庭   〇道徳 

中学校 

〇国語   〇書写 

〇社会【地理・地図・歴史・公民】     

〇数学   〇理科   〇英語 

〇美術 

小学校 

〇算数   〇英語 

（5年生・6年生） 

中学校 

〇数学  〇英語 

（全学年） 
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協議・調整事項 

 

（６）体育館空調設備整備計画について 
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○体育館空調設備整備計画 

 

【課題と目的】 

学校現場では、夏場の異常気象に伴う熱中症対策は喫緊の課題となっています。 

また、近年の異常気象に伴う災害の多発により、特に暑さや寒さの厳しい夏季・冬季

の避難所機能の強化も課題となっています。 

このような状況を勘案し、子ども達の学習・生活の場であり、災害時には避難所とし

て活用される体育館への空調設備の設置を計画的に進めることとします。 

 

【整備計画】 

時 期 

 

学校名 

令和７年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

高田小学校 

高田中学校 
            

時 期 

 

学校名 

令和８年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

高田小学校 

高田中学校 
      

      
    

桂陽小学校 

真玉小学校 
            

 

 ※令和９年度以降の整備計画については、都度、協議のうえ検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計委託 

設計委託 改修工事 

改修工事 


